
京丹波町告示第５０号 
 
　　　京丹波町建設工事条件付一般競争入札実施要綱 
 
　（目的） 
第１条　この要綱は、京丹波町が発注する建設工事の請負契約

に係る条件付一般競争入札（以下「入札」という。）の実施

に関し、京丹波町財務規則（平成１７年京丹波町規則第２４号。以下

「財務規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるこ

とにより、入札の円滑な執行を図ることを目的とする。  

(対象工事) 

第２条　この要綱の対象工事は、設計金額（消費税及び地方消

費税を含む。）が２００万円以上の工事とする。ただし、工

事の性質、目的その他特別の理由により一般競争入札に適し

ないと認められる場合は、この限りではない。  

２　工事以外の他の業務であっても一般競争入札により執行で

きると認められるものについては、この要綱を適用し、執行

することができる。  

　（入札参加資格）  

第３条　入札に参加する者に必要な資格（以下「参加資格」という。）は、

次に揚げる要件を基準として定めるものとする。 

(１)　町の指名競争入札参加資格者名簿に登載されていること。 

(２)　対象工事と類似の施工経験を有することを要する場合には、これ

を要件とすること。 

(３)　建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２６条に規定する主任

技術者又は監理技術者を配置できること。 

(４)　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」と

いう。）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

　(５)　京丹波町工事等契約に係る指名停止等の措置要領（平成１７年京

丹波町告示第７８号。）による指名停止期間中でないこと。 

　(６)　法人及び代表者の法人町民税、住民税、固定資産税、軽自動車税、

国民健康保険税等の滞納がないこと。 

(７)　前各号に揚げるもののほか、対象工事ごとに定める要件を満たし

ていること。 

　（建設工事条件付一般競争入札参加資格審査委員会の設置） 

第４条　入札に係る参加資格その他諸要件を決定するために、建設工事条

件付一般競争入札資格審査委員会（以下「委員会」という。）を設置す

る。 

２　委員会は、京丹波町公共工事入札指名委員会が兼ねることとする。 

　（入札の公告） 

第５条　入札の公告は、毎週火曜日（その日が閉庁日の場合は、翌日）に、



地方自治法施行令第１６７条の６及び財務規則第１０７条の規定に基

づき公告するものとする。 

２　前項の規定による公告は（以下「入札公告」という。）、京丹波町公告

式条例（平成１７年京丹波町条例第３号）に定める掲示場に掲示すると

ともに、京丹波町ホームページに公表するものとする。 

　（入札参加申請） 

第６条　入札に参加しようとする者は、入札公告で定める申請期限までに

条件付一般競争入札参加申請書（様式第１号）及び入札公告で定めるそ

の他の調書類を町長に提出しなければならない。 

２　入札参加者が特定建設工事共同企業体であるときには、前項に規定す

る申請書のほか、特定建設工事共同企業体協定書等を提出しなければな

らない。 

　（入札参加資格の審査及び通知） 

第７条　町長は、参加資格の審査を行い、その結果を条件付一般競争入札

参加資格確認通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

２　参加資格審査の結果、参加資格を有する者（以下「資格者」という。）

として認められなかった場合は、前項に規定する通知書にその理由を記

入して通知するものとする。 

　（入札参加者の公表） 

第８条　入札参加者は、入札が終了するまで公表しない。 

　（設計書及び設計図書の閲覧等） 

第９条　一般競争入札に付する建設工事の設計書及び設計図書は、公告に

より指定した期間及び場所において、閲覧に供するものとする。 

２　入札に参加しようとするものに対しては、公告により指定された期間

及び場所において、設計書等を配布又は販売するものとする。 

　（入札の執行） 

第１０条　開札は、入札参加者の中から選任された入札立会人の立ち会い

により行うものとする。選任された入札立会人が立ち会わないときは、

当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。 
　（その他） 

第１１条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が

別に定める。 

 

　　　附　則 

　この告示は、平成１９年６月１５日から施行する。 

附　則（平成２４年告示第１９号） 

この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 

附　則（平成２４年告示第６８号） 

この告示は、平成２４年９月１日から施行し、施行日以降に入札の公告



に基づいて実施する入札について適用する。 

附　則（令和７年告示第４８号） 
この告示は、令和７年４月１日から施行する。



様式第１号（第６条関係） 
  

条件付一般競争入札参加申請書 
 

年　　月　　日　 
 

京丹波町長　　　　　　　　　　様 
 
 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　　　称 

住　　　　所 
代表者　商号又は名称 

代表者氏名　　　　　　　　　　　　㊞ 
 
 
 
 

　　　　　年　　月　　日付で入札公告のありました下記工事に、入札参加したいので申

請します。 
　なお、本申請書及び添付書類のすべての記載事項については、事実と相違ないことを誓

約します。 
 
 

記 
 
 
１　工事番号 
 
 
２　工事名 
 
 
３　工事場所 
 
 
４　添付書類 
 
 
５　配置予定の技術者及び現場代理人 
　　　主任（監理）技術者 
　　　現場代理人 
 
 
連絡先　　会社・部課名 
　　　　　担当者氏名 
　　　　　電話 
　　　　　ﾌｧｸｼﾐﾘ



様式第２号（第７条関係） 
  

条件付一般競争入札参加資格確認通知書 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第　　　　　号 

年　　月　　日　 
 

　　　　　　　　　　様 
 
 
 

京丹波町長 
 
 
 

　　　　　年　　月　　日付で申請のありました条件付一般競争入札参加資格ついて、審

査の結果、下記のとおり確認しましたので通知します。 
 
 

記 
 
 

 
注　入札参加資格がないと通知された方は、その理由について説明を求めることができま

す。説明を求める場合は、　　　　年　　月　　日までに　　　　　課へその旨を記載

した書面（任意様式）を町長宛で提出してください。

 
１　入札公告日 　　　　年　　月　　日

 
２　工事番号及び工事名

 
３　工事場所

 
４　入札参加資格の有無 　　　　有　　・　　無

 
入札参加資格がないと認めた理由

 


